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                                １３：２９開議  

 

○ 谷口周司委員長 

 皆さん、こんにちは。それでは、皆さんおそろいでありますので、ただいまから都市・

環境常任委員会を開催させていただきます。 

 森委員からは、欠席のご連絡をいただいておりますので、このまま進めさせていただき

ます。 

 では、インターネット中継をお願いいたします。 

 本日の事項についてでありますが、休会中の所管事務調査といたしまして、都市整備部

より、安全性確保が必要なバス停について取り扱ってまいります。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、本来なら現地へ赴いて視察をさせ

ていただくことを予定させていただいておりましたが、やはりこの時期、バスで移動する

というのもどうかということもございまして、今回は資料で現地の状況を確認させていた

だくということにさせていただきましたことをお伝えさせていただきます。 

 本日の資料につきましては、会議用システムにアップロードさせていただいております

ので、ご確認をお願いいたします。 

 それでは、事項書に基づき、安全性確保が必要なバス停について、所管事務調査を行っ

てまいります。 

 では、まず、都市整備部長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○ 稲垣都市整備部長 

 皆さん、こんにちは。 

 本日は所管事務調査ということで、９月１日に新聞で大々的に報道がございまして、特

に停車中に死角があって、危険なバス停があると。そういうことで、数が三重県内でかな

り多くあると報道で出ましたので、そういったところから、この調査が行われることにな

ったというふうに認識をしてございます。 

 こういったことの解決ということで、今、バス会社等もいろいろ検討を進めているとこ

ろでございますので、まず、今日は資料として現地を確認できるような写真を撮らせてい

ただいていますので、そういったところと、今までのいきさつを含めて整理をしてきたも

のについて説明をさせていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願
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いいたします。 

 

○ 谷口周司委員長 

 ありがとうございます。 

 では、資料の説明をお願いいたします。 

 

○ 伊藤（勝）都市整備部次長兼都市計画課長 

 改めまして、こんにちは。都市整備部次長の伊藤でございます。 

 それでは、タブレットのほうですけれども、コンテンツ一覧のほうをご確認、お願いい

たします。 

 08休会中の12月から２月の中の07都市・環境常任委員会の01所管事務調査資料になりま

す。 

 よろしいでしょうか。 

 なお、冒頭委員長のほうからもありましたけれども、現地の確認ができないということ

で、資料のほうで写真等をつけさせていただいている関係で、ちょっとページ数が多くな

ってございます。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、タブレットをめくっていただきまして、29分の２ページをお願いいたします。 

 こちら、目次となっておりまして、本日は、危険なバス停の関係がクローズアップされ

てきた経緯とかが１番。それから、２番として、三重県のほうの検討会になりますが、そ

の状況について。それから、３の１番としまして、県内の安全上課題があると思われるバ

ス停の整理。それから、３の２番としまして、市内の問題があるバス停。それから、４番

として、今後の流れというふうにまとめさせていただいていますので、よろしくお願いし

ます。 

 タブレット、めくっていただきまして、29分の３ページをお願いいたします。 

 経緯ということで、まず、全国的な経緯になります。１つ目になりますけれども、平成

30年の８月30日、おととしですね、横浜市内の交差点で市営バスに乗っていた女子児童が

降りた後にはねられて亡くなられたといったこと、それから、その１年後になりますが、

９月１日に全国紙に記事が掲載されて、この危険なバス停というのが顕在化したという状

況となってございます。 

 その記事を受けてというのもあるんでしょうが、令和元年12月13日、国土交通省の自動
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車局長から各運輸局長宛に安全対策の確保についての通達というものが発出されています。

その通達におきまして、対象となるバス停留所の抽出、それから、安全度のランク分けで

あるとか、検討会の開催、情報の共有といった指示がございました。 

 タブレット、めくっていただきまして、29分の４ページですが、その後、令和元年12月

18日付で三重運輸支局から三重県の各バス事業者宛に調査依頼が参ったと。そのときに、

県内では対象として132か所が挙がったということです。 

 それから、今年度、令和２年７月31日付でさらなる優先度の判定方法であるとか、公表

の対象から除外できるという類型が示されたというような経緯がございます。 

 タブレット、めくっていただきまして、29分の５ページですが、こちらは先ほどの新聞

報道の記事を掲載させていただいてございます。 

 タブレット、29分の６ページをお願いいたします。 

 こちらは、先ほどの経緯の中でお話ししましたバスの優先度のランク分けです。こちら

は基本的に三つに分かれてございます。Ａランク、Ｂランク、Ｃランクということで、ま

ず、一番危険と言われるものがＡランクとなってございまして、まず、過去３年以内にバ

スが要因となって人身事故があったバス停。もう一方、形的なものになりますけれども、

バス停でバスが止まるときに横断歩道にバスの車体がかかるもの。 

 それから、Ｂランクは、バスが横断歩道の５ｍ以内の範囲内に止まるものと、交差点に

車両がかかるものがＢランク。 

 一番緩いＣランクは、交差点の前後５ｍ以内にバスがかかるもの。それから、それ以外

で、地域住民等の実情に応じて抽出したバス停ということで、このＡ、Ｂ、Ｃという３ラ

ンクをまず通達のほうからランク分けしています。 

 タブレット、めくっていただきまして、29分の７ページですが、こちら、三重県のバス

停留所の安全性確保合同検討会の構成員となってございます。基本的に運輸支局、警察本

部、整備局、それから三重県、関係市町、バス関係として、15番のほうですが、バス協会、

それから、16以降、バス会社というような検討会の構成員となってございます。 

 タブレット、めくっていただきまして、29分の８ページ、お願いします。 

 この合同検討会は今まで２回開催させていただいています。令和元年８月28日に第１回、

その後、令和元年10月30日に一度対策の実施状況一覧表が全国に先駆けて、国土交通省の

三重運輸支局のホームページにて公表がされています。このときに県内では128か所とい

うのがリストとして挙げられています。 
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 同日ですが、令和２年10月に公表した都道府県というのが全国の中でも茨城県、長野県、

香川県、愛媛県、沖縄県の５県ということで、その後、令和２年12月10日に私ども三重県

のほうは第２回の検討会をして、令和２年12月23日に一覧表の誤り等を修正して掲示させ

ていただいているというところでございまして、ちょっとこちらには書いていないんです

が、令和３年１月20日現在ですね。先週になりますけれども、こちらのほう、全国で42都

県が公表したということになってございます。 

 タブレット、めくっていただきまして、こちらが県内の安全上問題があると思われるバ

ス停の数ということで、四日市市は、一番上に赤文字で記載させていただいていますが、

15か所で、対策済みが一つ、ランクが、Ａランクが１か所、Ｂランクが９か所、Ｃランク

が４か所ということで、合計14か所となってございます。 

 全体で一番右下、合計のところを見ていただきますと、県内では125か所が安全上問題

があるバス停としてリストアップされているということになります。 

 続いて、タブレット29分の10ページをお願いします。こちら、市内のほうのものになり

ます。 

 まず、こちらのページが三重交通様の分です。三重交通様に関係するのが５か所になっ

てございます。判定結果はＡランクが１か所、Ｂランクが４か所という状況となってござ

います。 

 続いてが、29分の11ページ、こちらは三岐鉄道様のほうのバス停になります。こちら、

６番から15番ということで、全部で10か所で、Ａランクが１か所、Ｂランクという判定が

５か所、Ｃランクという判定が４か所ということで、14番のバス停につきましては既に対

策済みで、バス停のほうを移設しているというものとなってございます。 

 タブレット、めくっていただきまして、29分の12ページからが現場の写真ということで

掲載させていただいています。 

 こちら、現地へ行けないということで、一つずつ簡単にご説明させていただきますけれ

ども、１番目が三重交通のバス停ということで、こちら、阿倉川駅の北側の線路を渡って

すぐに交差点と横断歩道があるところで、横断歩道の５ｍ以内にかかるということで、Ｂ

の判定。 

 続いて、タブレットが29分の13ページですが、こちらも三重交通様のバス停で、先ほど

のバス停から西のほうですね。羽津医療センターのほうに向かって進んでいったところで、

こちらも横断歩道から５ｍ以内ということで、Ｂランクとなってございます。 
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 続いて、29分の14ページ、お願いします。 

 こちらも三重交通様のバス停でございまして、三滝公園の西のほうになります。三滝川

の北側で、こちらも横断歩道の５ｍ以内に入るということで、Ｂランク。 

 続いて、29分の15ページになります。こちらは波木南台の中のバス停ということで、こ

ちらも横断歩道から５ｍ以内ということで、Ｂランクに該当するものとなってございます。 

 続いて、29分の16ページをお願いいたします。 

 こちらも三重交通のバス停で、天白川沿いということで、横断歩道にまたがるというこ

とで、Ａランクというような判定になっているものです。 

 なお、次のページですね。29分の17ページに、こちらのほうの対応策として、水沢方面

に向いて約70ｍバス停を移動する方向で現在調整しているというところでございます。こ

ちら、Ａランクということで、一番危険なバス停ということで、こういう対策のほうを記

載させていただいています。 

 続いて、29分の18ページが、こちらから三岐鉄道様のバス停になります。 

 こちら、あさけが丘の２丁目のバス停で、横断歩道から５ｍに入るもの。 

 それから、29分の19ページも、同じくあさけが丘の３丁目ということで、先ほどの次の

バス停になりますけれども、こちらについては、交差点から５ｍに入るということで、Ｃ

ランクというものとなってございます。 

 続いて、29分の20ページのほうをお願いします。 

 こちらのバス停は、県道小牧小杉線というところで、新中倉橋の手前のものでございま

すけれども、こちらは横断歩道から５ｍということで、Ｂランク。 

 続いて、29分の21ページのほうにつきましては、こちらは西新地久保田線、湯の山街道

ですけれども、市立図書館の近くのというところのバス停で、交差点から５ｍという中の

もので、Ｃランクという位置づけ。 

 それから、29分の22ページのバス停が、先ほどの県道小牧小杉線の反対側になりますけ

れども、こちらが交差点に入ると、５ｍ以内ということで、Ｃランク。 

 29分の23ページにつきましては、これは坂部が丘のほうのバス停になりまして、交差点

にかかるということで、Ｂランクとなってございます。 

 続いて、29分の24ページ、こちら、あかつき台のほうのバス停で、１丁目になりますけ

れども、交差点にかかるということで、Ｂランク。 

 続いて、同じく29分の25ページには、あかつき台ですね。先ほどのバス停の続きになり
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ますけれども、横断歩道にかかるということで、Ｃランク。 

 こちらについては、Ｂランクというようなことで再確認をさせていただいているところ

でございます。 

 続いて、29分の26ページ、こちら、三岐鉄道さんですが、横断歩道にかかるということ

で、八千代台のバス停になります。こちらはＡランクとなってございます。 

 ただ、こちらについては、対策済みということで、次の29分の27ページを見ていただき

ますと、バス停を横断歩道から約10ｍほど移設させていただいているということで、対策

が済んでございます。 

 続いて、最後になりますが、29分の28ページには、八千代台のバス停ということで、こ

ちら、横断歩道から５ｍにかかるということで、Ｂランク。以上が15か所のバス停の現状

となってございます。 

 最後になります。29分の29ページに、４、今後の流れということで記載をさせていただ

いています。 

 こちらはバス事業者等が基本的に行うものですけれども、まず初めに関係者と安全対策、

検討の協議をする。２番目としては、その調整が完了して方針を決定すると。 

 ３番目に、必要であれば道路占用許可等を受けて安全対策を実施していく。 

 その後、安全対策がバス停の移設、廃止の場合ですと、運輸支局に事業計画の変更を事

後届ですが提出していくと。 

 ５番目としまして、その対策の結果をまとめて検討会の事務局に連絡する。最後に６番

ですが、このリストに反映をしていくという流れになってございます。 

 説明のほうは以上となります。 

 

○ 谷口周司委員長 

 ありがとうございます。 

 説明はお聞き及びのとおりでございます。 

 ご質疑がございましたら挙手にてお願いをいたします。 

 

○ 加納康樹委員 

 提案もさせていただいて、でも、実は提案したのは、前の委員会をやりながらぐらいの

感じだったので、ちょっと難しい感じがあるんですけど、それと、この問題は、ご覧にな
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った方も多いと思うんですが、ＮＨＫの津支局が割と取り上げることも多くて、実は先週

の金曜日も取り上げられています。 

 ただ、先週の金曜日のやつは、ちょっと今見たら、アップになっていないので、先月、

11月の津支局がつくったこのバス停に関しての番組があるんですよ。これを無理無理ちょ

っと見るか何かができないかなというご相談なんですが。 

 

○ 谷口周司委員長 

 そのページを教えてもらって……。 

 

○ 加納康樹委員 

 このページ、だから、音量を上げるので、音が聞こえれば大体分かるのと違うかなと思

うので、ちょっと。どんな感じで。これでもう音量もマックスにしているので。どうした

らいいのかちょっとよく分からんけど。 

 

（資料再生） 

 

○ 加納康樹委員 

 先週の金曜日も放送があったんですけど、それはまだアップになっていないので、また

機会があればご覧いただければと思います。 

 今のもご覧いただいて、理事者の方の説明とも重複する部分もあったと思うんですけど、

分かりやすくもあったと思うので、ぜひ皆さんからもご意見を伺いたいと思うんですが、

さっきのビデオを見ていて思うのが、今、資料説明でもありましたし、調べてもらってい

ましたけど、津市内ではバス事業者がバス停に危険だという表示をつけましたとあるよう

なんですが、四日市市内はあの黄色いボードは出ているんですか。 

 

○ 伊藤（勝）都市整備部次長兼都市計画課長 

 バス事業者に確認しましたところ、まず、三重交通様につきましては、この５か所につ

いて、早急に対策をするということで、現在バス停の移設に向けて地権者等と協議をして

いるということで、その協議の中で遅くなるという状況にはないというふうに伺っていま

すので、今のところまだそういう対策はせずに、移設をすぐする方向で手続を進めていた
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だいているというところです。 

 三岐鉄道様のほうにつきましては、10か所ございまして、１か所対策済みということな

んですが、こちらについてはちょっと時間がかかるということで、バス内のアナウンス、

もしくはバス停自体に掲示をしているという状況と聞いてございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 とりあえずこんな感じで、ぜひいろんな角度からお話もしたいと思います。 

 私、数点あるんですが、一旦ここでとどめます。 

 

○ 井上 進委員 

 横断歩道の上というのがかなりクローズアップされておるんですけれども、ただ、例え

ばこれ、16ページの室山町のバス停、これは横断歩道の上、これを例えば西のほうへ70ｍ

ほど動かすとかいうような話を先ほどちょっとされたかと思うんですが、この道路自体、

これを見てもらって分かるように、川側のほうは歩道が何もないんですよ。そこを70ｍ移

動させて、そして、例えば横断歩道を渡って70ｍ何もない道路を上っていくというような

形になっちゃうという、そういった部分、これも安全性から見ると非常に危ないのかなと

私は思うんです。この道路の確かもうちょっと東の西日野駅の近くで、昨年でしたか、女

子高生がひき逃げに遭った。結局、道路状況は同じような状況になるので、そういった部

分を考えると、このバス停の移動だけで終わらすのではなしに、やはり歩道整備というの

も大事なんじゃないかなと私は思うんですが、そういった部分はいかがでしょう。 

 

○ 伊藤（勝）都市整備部次長兼都市計画課長 

 バスが運行するルートというところで、先ほどの県道とかもございましたが、そういっ

た国道、県道においてもやはり歩道がないというところがどうしてもあるというのが実情

でございます。どうしても大きな住宅団地に向けての通過の道路というところに途中に向

けて設置されたバス停というのもございます。 

 ただ、当然井上委員がおっしゃられるように、歩行者の安全という意味では、こういっ

た歩道がないところの部分をなるべく整備していくというのは重要やと認識していますけ

れども、すみません、バスの運行との調整というのには時間がかかるし、ハード対策にも

時間がかかるのかなということで、まずは今回クローズアップされています横断歩道であ
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るとか交差点であるとかといったところのバス停の移設について、バス事業者に対して協

議をしていきたいなというふうに考えています。 

 

○ 井上 進委員 

 早急にすぐできるものではないとは思うんですけれども、やはりこういった部分、例え

ばこのバスを待っておる場所にしても、結局そこへ、人が滞留しておるところへ車がすぐ

真ん前を通っていくという部分を考えると、待つ場所というのもつくってあげないといけ

ないのかなというふうには思うんですよね。 

 団地とかそういったところは、きちっと歩道が整備されているところというのは、そこ

で待っておれば、そこまで入ってくることはないにしても、こういった郊外というか、逃

げ場がない場所で待たなならんという、やっぱりその危険性というのは非常に大きいと思

うので、市としてもそういった部分はやはり今後において検討していくべきかなというふ

うに私は思うんですが、その辺、どうですか。 

 

○ 伊藤（勝）都市整備部次長兼都市計画課長 

 市のほうで今、こにゅうどうくんライナーであるとか、幹線バスと支線バスの視点から、

泊に設けたバス停といったところで、そういった対策ができるところについては、バスの

停留所なりバスベイ、西日野駅なり内部駅なりという対策は順次させていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

 

○ 山口智也委員 

 まず、この合同検討会という組織がありますので、ぜひ、今日せっかく加納委員がご提

案いただいて、大事な課題だと思いますので、この委員会として様々な意見があったこと

を、もし可能であればその合同検討会のほうにも意見を上げていただきたいなという思い

がありますので、よろしくお願いします。 

 先ほど15か所のうち、三重交通の５か所については地権者と協議中ということで、対策

が進められているということなんですけれども、三岐鉄道さんについては時間がかかると

いうことで今お話がありましたが、合同検討会としては、このＢランク、Ｃランクについ

ても最終的に何らかの対策をやっていくということで確認はされているんでしょうか。 
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○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 基本的にはこのリストに挙がっているものを、ＡランクからＣランクのものは可能な限

り解消する方向で今調整をされておるところです。 

 

○ 山口智也委員 

 可能な限りというところが少し引っかかるんですけれども、しかし、何らかの対策はし

っかりやっていくということで確認したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

○ 伊藤（勝）都市整備部次長兼都市計画課長 

 冒頭加納委員のほうからもありましたけれども、本当に対策できるところはしていくん

ですけど、どうしても時間がかかる、地権者さんとの協議があるというところで、時間の

がかかるところは出てくるかと思いますが、基本的にはこの検討会ではなくしていく方向

で協議を進めているので、時期は明確なことは言えませんけれども、対応をしていくとい

うことで今います。 

 

○ 伴都市整備部理事 

 少し補足になるんですけど、検討会での対策の事例というところで、まずハード整備を

していくというところなんですけど、やはりどうしても難しい場合というのは、注意喚起

なんかのソフト対策、これも対策の一つとして挙げられていますので、ソフト対策の中で

注意喚起の看板であったり、車内での乗降時のアナウンスということをしていくというふ

うにも、そこでもうたわれております。 

 

○ 山口智也委員 

 ソフトも併せて、何らかの対策をしっかりやっていっていただきたいと思いますけれど

も、ハードでいうと、例えばバス停の移動、横断歩道の移動というのが両方難しいという

のはどうしても出てくるのかなと思うんですよね。そういった場合に、市として、例えば

市道であったら、そこにカラー舗装をして注意喚起をしていくということも一つのやり方

としてはあるのかなというふうに思うんですけれども、その辺りも、まず聞きたいのは、

そういうバス停も横断歩道も両方とも移動が難しいという箇所は、この14か所の中に実際
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あるんでしょうか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 三重交通さんからは、今現在地権者さんと調整中ということをお聞きしております。そ

の中で、おおむね調整はできつつあるということですが、まだ一部の地権者さんとはお話

が具体的にできていないということで、調整ができ次第移設をしていくということは聞い

てございます。 

 三岐鉄道さんからは、まだ少し調整に時間がかかるということですので、車内アナウン

スですとか、あと、バス停に注意掲示板などでまずは対策をしているというようなことで

す。 

 ですので、三岐鉄道さんからは、これから地権者さんと調整をされて、調整ができ次第

動かすということを聞いていますので、まだ移設ができないかどうかまでは決まっている

ものはございません。 

 

○ 山口智也委員 

 本当に最終的にどういう対策もなかなか難しいということになってきた場合に、その場

合は、やはりほっておくというわけにはいかないので、ソフトのアナウンスも含めてです

けれども、例えばハードでできる部分で、先ほど言いましたように、市道であれば、例え

ばカラー舗装で注意喚起を促していくであるとか、そういったこともまたぜひ検討に加え

ていただければいいのかなというふうに思いました。 

 あとは意見ですけれども、バス自体に、よく僕らが運転していますと、バスの後部に乗

降中という電光掲示板が出ていたりとか、それが、僕はあまりよく分からないんですけれ

ども、全国のバス会社ですと、前方にもそういった電光掲示板、乗降中という、注意して

くださいというような電光掲示板があったりとかというのも聞いたりしますし、また、セ

ンサーで、バスの周りを歩行者が歩くと、光であったり音であったりで注意をするという

ような、そういった仕組みも技術としてはあるというのを聞いたりしますので、ぜひ合同

検討会の中でそういったことも検討していただくように働きかけしていただければいいの

かなというふうに思いました。 

 これは、もともとは神奈川県での事故を受けて、神奈川県はスピード感を持ってやって
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いったということで、現状ではもう８割以上のバス停で安全対策を講じているというふう

な報道もございますので、ぜひ三重県、また、四日市市においてもスピード感を持って対

策を取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○ 小林博次委員 

 これは日本の道路の状況からいくと、そう簡単に不便なほうにバス停を変更するという

のはどうなのかなと。例えば、これはオーストラリアやったら、交通事故はないんです。

横断する30ｍぐらい手前から車が減速して、手前で止まっている。横断歩道の直前では止

まらない。それぐらいマナーが違うので。 

 そうすると、運転手側のマナー、だから、車優先社会で来ているから、変わったよとい

う合図がないので、やっぱり車優先社会でないんですよということを知らせていく。 

 それで、問題は交差点の近辺にあるバス停、この場合、意外と運転手はバスが止まって

おったら邪魔やから、反対車線にはみ出して通っていく、こういう現象が起きるのかなと。

それの対策として、例えばスマート信号、バスが止まったら赤信号をつける。信号のない

交差点はどうするのと言われるとちょっと困るんやけど、できるだけ交差点の信号管理を

する。逆に、バスが通過するときは青信号に変えていく。そうすると、絶えずバスは予定

どおり走行できる、こんなことにつながらへんのかなというふうに思う。 

 それから、交差点外にある歩道に横断歩道が取り付いているところ、この場合が非常に

ややこしくなるのかなと。そこを駄目やにと言うてしまうと、少しずらしたって、交通安

全上全部問題になる。だから、危ないのならバス停をやめようかということに発展しかね

やん。 

 だから、その辺りの兼ね合いを、どこが本当に事故があって、どこが危なかったのかと

いうのをきちっと検証して対応せんと、ただやみくもに見た目が危ないからということで

対応すると、逆にマイナスが出やへんのかなと。高齢化してくると、あまりバスもびゅん

びゅん走ってもらいたくないけど、できるだけ身近なところにバス停があることが逆に交

通安全を守ることにつながっていく、そんなこともあるんやないのかなというふうに思う

ので、何かそういうことが検討会で話合いされたのかどうか、その辺りをちょっと聞かせ

てもらうとありがたい。 
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○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 今、小林委員がおっしゃられましたが、バス停を移設すると、当然不便になるようなケ

ースも出てまいります。先ほどＮＨＫさんのテレビでも紹介されておりましたとおりです。 

 今のバス停というのは、基本的にいろんな施設のできるだけ近い場所に設置されており

ますので、それを遠ざけるということは、逆に不便になるという意見は出ておりますが、

それ以上の具体的なところに関しては、まだ現在検討会の中では検討されてございません

ので、今日委員会の皆さんからいただいた意見については、また今後検討会のほうで報告

のほうをさせていただきたいと思っています。 

 

○ 小林博次委員 

 もうちょっと聞かせてほしいんやけど、一体どのぐらいこの問題提起されたバス停で事

故が起こっておるのか、数字が分かれば知りたい。一般論として危ないというのは分かる

の。だから、一般論としてはきちっと改善せえよということを言わんとあかんけど。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 県内のバス停としては、過去３年間バス停が要因となって事故があったものはございま

せん。 

 

○ 小林博次委員 

 それで、何が危ないの。確かにテレビに出てきた、新聞に載ったニュースのやつは、子

供さんが死んで、もうちょっと子供に教育すればよかったなと反省しておるかも分からん

し、運転手が悪いと言うておるかも分からんし、答えは分かりませんが、正確に対応しな

いと、これは日本の場合、全部道路が狭いわけで、それを、バス停があかんからどけろや

という話だけでは、これはどけても答えは変わらんと思うよ。 

 例えば、横断歩道があるのに、一旦停車せんと走っていく車がある以上は、その種の関

連する事故は発生するので。そうすると、そっちを止めるほうが先やと思うよね。 

 それから、道の真ん中にバスが止まると困るなということがあれば、もし道路の外にバ

ス停ができて、そこに止めて乗客を降ろすことができたら、ちょこっと安全やな。全く安

全にはならんけど。人が歩いてバスの前を横切って、横断する人は横断するわけやから。 
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 そうすると、同じような種類の事故は、そういうやり方をしても起こるということにな

ると、どういうことになるの。取りあえず問題提起されたところは解決するということに

するんやけど、しかし、それだけでは問題解決にならんから、やっぱり交通安全、ここの

中にも、今の資料をもらった中にも、横断歩道が消えておるのが複数箇所入っておるよね。

自転車があれば、当然自転車がその道路を横断するようなラインを、当然、こんなの、白

線みたいな安いものやから、きちっと処理、変えていかんとあかんと思うんやけど、そう

いう作業もない。 

 だから、総合的にこれは交通問題として捉えて対策を立てる必要があるのと違うかな。

できれば、自動運転の時代に入るので、できるだけ信号を制御してもらって、信号をスマ

ート信号に換えてもらうと安全度が高まるのと違うのかなと。バスの利便性も高まるとい

うことではないのかと思うね。 

 以上。 

 

○ 谷口周司委員長 

 答弁は求めますか。よろしいですか、ご意見で。 

 

○ 小林博次委員 

 あったら。 

 

○ 谷口周司委員長 

 答弁はございますか。 

 

○ 伊藤（勝）都市整備部次長兼都市計画課長 

 本当に小林委員のほうからは、日本の固有の課題もあるのと、当然、車のほうを運転す

る方々がしっかり交通ルールとして守らなければいけないんじゃないかという話につなが

るかと思います。 

 これまで検討会のほうを２回開催させてもらった中では、どうしても先ほどご説明させ

ていただきましたＡランク、Ｂランク、Ｃランクというものが危険なバス停ということで、

ランク分けがされていまして、それを周知しながら、リストの公表に向けての対応をして

きたということがございましたので、抜本的に、そもそもそういった交通ルールの啓発で
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あるとか、そういった意見がこの委員会から意見としてあったということで、今後の検討

会での報告をさせていただきながら協議をしてまいりたいというふうに考えています。 

 

○ 谷口周司委員長 

 また、小林委員も言われましたけど、消えている横断歩道、これについては、しっかり

とまた改めて描いてもらうように、そういった検討会の場でも、公安委員会、警察にもお

伝えをいただければと思いますので、お願いいたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員 

 直接関係ないであれかも分かりませんが、バスのサイズなんですが、鈴鹿市とか菰野町、

桑名市ももっとコンパクトなバスが走っていますよね。四日市市だけが大きなバスが走っ

ておる。なぜ四日市市はそういう普通サイズというのか大きいバスを、そんなに乗ってい

ないのに走らせておるのか。 

 小さいバスにすると、幾つかの問題はクリアできるのかな。危険性も少なくなるし、幅

も違えば長さも違うと思いますので、そこら辺はバス会社とかと話合いとかをされたこと

はあるんでしょうか。 

 

○ 伴都市整備部理事 

 他市のところと比較のお話もいただきましたけど、市内の場合、かなり多くの路線バス

が走ってございます。バスを一旦購入すると、乗用車なんかより耐久が長いと言いますか、

20年近く、あるいはそれ以上使ったりというバスもございます。そういうところで、路線

間の取り回しを考えていくと、ある程度サイズをそろえるというところも必要なのかなと

思いますし、あと、おっしゃっていただいたような中型というか、少し小ぢんまりしたバ

ス、これを走らせているところもありますので、最近はある程度、そこらの取り回しです

とか、事情に応じたところでそういうサイズの導入もしておると思いますが、多くはおっ

しゃられるように、幹線を走っておるのは一番大きなサイズのもの、大型バスで走ってお

ります。 

 

○ 伊藤嗣也委員 

 分からんでもないんですけど、四日市市も小さいバスのほうがいい路線というのはたく
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さんあるのではないかなと思うんですね。 

 

○ 稲垣都市整備部長 

 若干補足させていただきます。 

 まず、四日市ですと、非常に大量の輸送をしている路線があります。バス事業者では、

一つのバス路線に対して、全てその路線用、路線用という形でバスを分けておりませんの

で、そうしたことから言いますと、取り回しでバスをそのダイヤによって使っていかなき

ゃいけないところがあって、大型のバスが多いという現状がまずあります。 

 一方で、ちっちゃいバスじゃないと入れないという路線がまれにあるんです。道路が狭

くて。そういったところで、やむを得ずという言い方がいいのか分かりませんけれども、

そういう道路事情に合わせて小型のものを走らせているようなところもあるということで

あります。 

 そうしたことからいうと、言い方は悪いんですけど、ちょっと地方に行くに従って輸送

量全体が少ないので、小型のバスが多くなっているというのが実態なのかなという。それ

は、三重交通も県内全体でやっていますので、そういった意味では、輸送量の大きい四日

市には大型のバスが比較的集まっていると、そういう現状ですので、若干やむを得ない部

分もありますが、地方の支線的なところについては考えていかなければいけない、そうい

うテーマであるというふうに認識をしております。 

 

○ 伊藤嗣也委員 

 四日市市も必ずしも大きいバスばかり必要ではないと思いますので、部長のご答弁をい

ただきましたけど、やっぱり今後のことを考えますと、ご高齢の方も小さいほうが乗りや

すいとか、いろいろとこの今日のテーマ以外の部分でも効果があると思いますので、どう

かまた検討をしてください。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○ 谷口周司委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 加納康樹委員 
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 数点確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず、資料29分の４ページのところで、経緯のところですが、１行目に書いていますが、

令和元年12月18日付で三重運輸支局から各バス事業者宛に調査依頼があったということな

んですが、この時点ではバス事業者にだけ依頼があったんでしょうか。県とか市に対して

は、この時点では何ら確認もなかったということでいいんでしょうか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 令和元年12月18日付で調査依頼があったのは、バス事業者だけです。この時点では、三

重県、それから四日市市のほうには特に調査依頼はございませんでした。 

 

○ 加納康樹委員 

 分かりました。 

 資料、ちょっと飛んで、７ページのところで、何度か言葉が出ていますが、合同検討会

が２回開催されましたよということで、四日市市もご参加をいただいておるということで

すが、１回目、２回目、四日市市はどなたが参加されたんでしょうか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 四日市市から公共交通推進室の職員のほうが出席をさせていただいてございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 職員であって、室長すら参加されていないんですか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 この２回の会議には私は行けてございません。 

 

○ 加納康樹委員 

 それは若干問題かと思って、やっぱりそれなりの役職の方がこれの会議にはご参加をい

ただくべきではないかと思うんですが、３回目以降があるとしたらどんなふうでしょうか。 
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○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 ３回目以降に関しては出席のほうを考えていきたいと思っています。 

 

○ 加納康樹委員 

 ぜひよろしくお願いします。 

 そして、飛びますけれども、27ページで、三岐鉄道さんでもう既に移設をしましたよと

いう事例を表示してもらっています。早速対応できて、これはいいことなんだなと思うん

ですが、それに関してお伺いしたいのは、29ページに今後の流れでフローがあるじゃない

ですか。このバス停移設に関しては、このフローをどういう手順で進まれたのかご説明い

ただきたいんですが、分かりますか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 今回、三岐鉄道さんが、１か所Ａランクのバス停が既に移設されました。今回に関して

は、隣がゴルフ場さんということで、特に移設に当たって調整をするような場所ではなか

ったということで、基本的に地権者さんとの調整はなく、移設のほうを完了したと聞いて

ございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 じゃ、調整はなかったんでしょうけど、29ページのフローでいくところの、このバス停

に関しては、今、どんなものだ。４番とか５番の段階にあるということなんでしょうか。

それとも、もう６番の段階まで行っちゃっているんでしょうか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 この移設が完了したことに伴いまして、まず、三岐鉄道さんから検討会のほうに報告を

なされております。検討会として既にこのリストを修正されております。ですので、今現

在はこのリストにこの移設したバス停は載ってございません。 
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○ 加納康樹委員 

 ですので、もうこのフローで、途中はどうか知らんけど、６番のところまでこのバス停

に関しては手続を終えておると。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 そのとおりでございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 分かりました。 

 そうしたら、次、お伺いしたいのは、16ページ、三重交通さんがここのほう、70ｍ移動

したいよということでお示しをいただきましたが、では、じゃ、ここのバス停に関しては、

29ページのフローでいくと、どういう段階にあるんでしょう。 

 

○ 水谷都市計画課公共交通推進室主事 

 公共交通推進室の水谷です。 

 三重交通さんのＡランクのバス停につきましては、関係者と調整済みなんですが、三重

交通さんは５か所ある全てのバス停を一気に移設する予定をしておりますので、このＡラ

ンクのバス停につきましては、調整が済んでいるんですが、他のバス停について、まだ調

整が済んでいないところがございますので、まだ移設できていない。なので、２番までは

終えているという状況になってございます。 

 以上です。 

 

○ 加納康樹委員 

 分かりました。 

 じゃ、三重交通さんは５か所やると。その見込みもあるふうなんですが、なかなか答え

にくいのかもしれませんが、三重交通さんとしてあとの４か所の全部をやり変えるなり何

か対策を施す目途をお持ちなんでしょうか。何か月のうちにはやりたいとか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 
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 都市計画課、土井です。 

 具体的な時期まではお聞きしてはいないですが、あくまで地権者さんとの調整が終わり

次第、すぐに移設するということは聞いてございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 ２列目の方、課長の答弁で正しいですか。 

 

○ 水谷都市計画課公共交通推進室主事 

 公共交通推進室の水谷です。 

 三重交通さんにおきましては、昼間お会いしに行ってもいらっしゃらないので、お会い

できていないというような方が１人いらっしゃるだけで、お会いできる方については、も

う全て話が済んでいるということで、何度か訪問されているんですが、まだお会いできて

いないという状況で、お会いでき次第、それで、お話が済めば移設に入ると聞いておりま

す。 

 以上です。 

 

○ 加納康樹委員 

 じゃ、それだけ進んでいるのであれば、もし情報をお持ちなら、実際それぞれあとの４

か所、どんなふうな青写真なのかってご存じですか。 

 

○ 水谷都市計画課公共交通推進室主事 

 公共交通推進室の水谷です。 

 三重交通さんのバス停、ナンバー１につきましては、阿倉川駅口はこの写真の手前のほ

うに移設する予定で、こちらについては話がほぼついていると確認しています。 

 ナンバー２につきましても、羽津山町のバス停は、この写真の手前のほうに、写ってい

ない側に移設するというふうに聞いております。 

 老松橋北詰だけですね。バス停を移設する目の前の方にはお話しされているんですが、

その周辺の方にまだお会いできていないということを確認しております。 

 波木南台１丁目につきましては、もう話合いも済んでいるということを聞いております。 

 ナンバー５についても、もう話合いが一応済んでいるというふうには確認しております。 
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 以上です。 

 

○ 加納康樹委員 

 １個ずついきましたけど、だから、ナンバー４もこの写真の手前のほうに移設するんで

すね。 

 余談ですけど、別に課長、部長がしゃべる必要はないので、分かっている方がご答弁い

ただければ全然オーケーですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、最後に私のほうから確認をしたいと思うことがあります。何かというと、ちょっ

と前になりますけど、塚田前副市長がご退任のご挨拶のときに、私の一般質問にちょこっ

と引っかけてもらいましたけど、もう十数年前で、バスの来ないバス停という一般質問を

させてもらったことがあります。バスも来ないのにバス停整備はするけどというところで

当時質問したんですが、じゃ、お伺いするんですが、これから例えば市道を整備するに当

たっては、ちゃんとバス停の退避スペースというのは必ず考慮して市道は造られるんでし

ょうかというところです。方向性、方針だけは明らかにしてほしいと思います。 

 

○ 稲垣都市整備部長 

 まず、幹線的なバス網、かつ、要は幅員的にも一定の幅員があるようなものについては、

バス停をつくっていく方向で考えていきたいというふうに思っております。 

 これは、将来的にわたって公共交通を守っていくときに、必須のものについては、そう

いう整備をしていくという考え方に基づいていこうということであります。 

 ただ、バス路線につきましては、バス路線自体が変わってしまうといったこともござい

ますので、その辺の兼ね合い、それをしっかりと見極めながら、つくるべきところにはつ

くっていきたいというのが基本的な考え方でございます。 

 

○ 谷口周司委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員 

 最後に、障害のある方、車椅子とか、そんな方の場合は、時々幹線道路で見るんですけ

ど、乗る場所が決まっておって、乗るバスも決まっておるんですか。それとも、どこでも
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乗せてもらえるんですか。ちょっとそれだけ教えてください。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 障害をお持ちの方は、事前に予約をしていただいて、その予約に基づいて、運転手さん

がバスからステップを取り出して乗降のお手伝いをするというようなことで運用されてご

ざいます。 

 

○ 伊藤嗣也委員 

 そうすると、仮に狭いようなところですと、車はずっと待っておらなあかん。後ろにつ

いておる車というのは。難しいですよね、追い越すのも。安全にって警察に言われておる

となると。そういう理解でよろしいですか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 そういうことになろうかと思います。 

 

○ 谷口周司委員長 

 他にございますか。 

 

○ 小田あけみ副委員長 

 加納委員の質問に関連してお尋ねしたいんですけれども、バス停を移設される場合に、

利用者には事前にこれは何月何日から何ｍ先に移動しますとか、そういう通知はされるん

でしょうか。それはどれぐらい前にされるんでしょうか。 

 

○ 水谷都市計画課公共交通推進室主事 

 公共交通推進室、水谷です。 

 バス停の移設につきましては、特に大きく変更がなければ、数ｍ移設する程度であれば、

案内なくある日変わっているという形にはなっております。 

 以上です。 
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○ 小田あけみ副委員長 

 ありがとうございます。 

 行って、あれっ、ないというようなことがあるのではないかとちょっと思ったので、お

尋ねしたんですけれども、そういうトラブルは今まではないということですね。ありがと

うございます。 

 

○ 谷口周司委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 山口智也委員 

 確認なんですけど、さっき加納さんと水谷さんとのやり取りの中で、三重交通の５か所

については大分分かったんですけれども、三岐交通さんの残りの９か所についての目途だ

け教えてもらいたくて、なかなか目途が立ちづらいというか、難しそうなところというの

は、実際９か所の中に何か所ぐらいあるんでしょう。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 三岐鉄道さんはこれから地権者さんと調整に入っていくということを聞いていますので、

まだ移設が難しいバス停があるのかないのかというところまでは今の段階でははっきりし

てございません。 

 ただ、繰り返しになりますが、三岐鉄道さんとしては、車内アナウンスで、横断歩道、

バスが行くまでは道路を横断しないでくださいという車内アナウンスを流したりですとか、

実際にバス停にはそういった注意喚起板で対応されてございます。 

 

○ 山口智也委員 

 分かりました。 

 いずれにしても、最終的にアナウンスであったり、繰り返しですけれども、そういうソ

フト対策も当然必要ですし、必要に応じて、市でできることがもしあれば、ハード面も

様々検討していただきたい。それを取り組んだ結果をしっかり市民に伝えていただきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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 以上です。 

 

○ 谷口周司委員長 

 他にございますでしょうか。 

 なければ、私から一つ確認というか聞きたいんですけど、これ、今回危険なバス停とし

て取り上げられているのが、主に路線バスとか主要バスだけですよね。ほかに通学とか通

園のバスって結構たくさん走っていて、危険なバス停というのかバス乗り場になるのか分

からないですけど、そういったところは今回この検討会議では、危険なバス停という位置

づけの中には入ってきているのか入ってこないのか、その辺りというのは検討会議の中で

ありましたか。 

 

○ 土井都市計画課公共交通推進室長 

 都市計画課、土井です。 

 今回検討会議の中で取り上げられているのが、路線定期運行を行う一般乗合自動車運送

事業ということが対象になってございますので、スクールバス関係については対象となっ

てございません。 

 

○ 谷口周司委員長 

 分かりました。ありがとうございます。 

 多くのスクールバスが主要のバス停と同じ扱いというか、同じ場所を使っているところ

もあると思うんですけど、幼稚園とかは結構いろんなところへ止めて、危ないところもあ

ろうかと思いますので、これを機に、担当部のほうにはまた注意喚起ぐらいはするように

とか、何かお伝えだけでもいただければと思いますので、お願いをいたします。 

 他にございますか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

○ 谷口周司委員長 

 ちょうど１時間たちましたし、では、別段ご意見、ご質疑もないようでありますので、

本件につきましてはこの程度とさせていただきます。 
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 では、委員の皆さんには少しお残りをいただきまして、都市整備部の皆さん、ありがと

うございました。 

 では、委員の皆さん、すみません、あと少しだけお付き合いをお願いいたします。 

 ご報告のみですが、１点が、２月９日に予定されております委員会別の議案聴取会でご

ざいますが、これは予算になってきますので、２月９日は開催をさせていただこうと思っ

ておりますので、ご予定のほうをよろしくお願いいたします。 

 あと、行政視察で桑名市に行ったものをタブレットに配信させていただいておりますの

で、またご意見等がございましたら、２月５日の議案聴取会全体会終了までに事務局のほ

うにお伝えをいただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 こちらからは以上となります。 

 ほか、皆さん、ご意見等、よかったですか。 

 

（なし） 

 

○ 谷口周司委員長 

 では、これをもちまして都市・環境常任委員会を終了とさせていただきます。ありがと

うございました。 

 

                                １４：３３閉議  


